
資料１-７

令和８年３月 2 4日

全国健康保険協会

健康づくりへの取組について
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Ⅰ. 主な保健事業について

35歳以上の被保険者向けに、がん検診も含めた「生活習慣病予防健診」を
実施。また、40歳以上の被扶養者向けに、「特定健診」を実施。自己負担
額の軽減、健診内容の拡充等を行い、加入者が健診を利用しやすい環境や
制度の整備を実施。

健診の結果、メタボリックシンドロームのリスクのある方を対象に、保健師
や管理栄養士等が面談し、生活習慣の改善を図る「特定保健指導」を実施。

健診結果（血圧値・空腹時血糖値（またはHbA1c）・LDL（悪玉）コレステ
ロール値もしくは胸部エックス線検査）が要精密検査・要治療と判定され、
医療機関への受診が必要と判定された方で受診が確認できない方に対して
受診勧奨を実施。

若年期から高齢期までの生涯を通じた加入者の健康増進を見据え、40歳未満
も含めたデータ分析に基づく地域や業態、年代別などの健康課題（喫煙、運
動、睡眠や女性の健康など）に着目した健康情報等を発信。
また、メンタルヘルス対策に関するセミナー・出前講座等の取組や、SDGsの
視点を踏まえた小学生等への健康教育を実施。

生活習慣病予防健診

事業者健診

特定健診

健
診
結
果
を
基
に

階
層
化
・選
定

特定保健指導

未治療者に対する
受診勧奨

加入者の
健康増進

健診 特定保健指導

重症化予防 ポピュレーションアプローチ

加
入
者

（健
診
対
象
者
）

健診 特定保健指導

重症化予防

運動、睡眠、女性の健康、
メンタルヘルス対策、こども健康教育など

ポピュレーションアプローチ

加入者
（健診対象者以外）



4

令
和
5
年
度

令
和
6
年
度

令
和
7
年
度

令
和
8
年
度

令
和
４
年
度

令
和
９
年
度

◆重症化予防対策の充実

◆生活習慣病予防健診（一般健診）の自己負担の軽減

◆付加健診※の自己負担の軽減
※一般健診に加えてさらに検査項目を増やしたもの。

◆付加健診の対象年齢拡大

◆被扶養者の集団健診時におけるオプション健診の拡充

◆重症化予防対策の充実

◆支部における地域・職域の特性を踏まえた保健事業の実施

◆重症化予防対策の充実

◆事業所における健康づくりの支援

◆人間ドック健診に対する補助の実施

◆若年者を対象とした健診の実施

◆生活習慣病予防健診の項目等の見直し

◆被扶養者に対する健診の拡充

◆重症化予防対策の充実

• 未治療者に対する受診勧奨の対象にLDLコレステロールを追加

• 自己負担額を7,169円から5,282円に軽減。

• 自己負担額を4,802円から2,689円に軽減。

• 「40歳・50歳」から、「40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳」に
拡大。

• 「骨粗鬆症検診」「歯科検診」「眼底検査」を地域の実情に応じて追加可能と
した。

• 受診勧奨対象者を被扶養者および協会が事業者健診結果データを取得し
た者に拡大。

• 医療費・健診データの分析に基づく地域や業態・年齢別などの健康課題に
着目した実効性のあるポピュレーションアプローチ等の実施。

• 被扶養者に対する健診について、被保険者に対する見直し後の
人間ドック健診や生活習慣病予防健診と同等の内容に拡充する。

• 「胸部エックス線検査」において要精密検査・要治療と判定されながら、
医療機関への受診が確認できない者に対して受診勧奨を実施。

• メンタルヘルス対策に関するセミナーおよび出前講座の実施に係る体
制を整備。

• 35歳以上の被保険者を対象に、一定の項目を網羅した人間
ドック健診に対する補助を実施。

• 生活習慣病予防健診に、新たに20歳・25歳・30歳の被保険
者を対象として追加。

• 40歳以上の偶数年齢の女性を対象に骨粗鬆症検診を実施。

〇主な保健事業の拡充について

• 未治療者に対する受診勧奨の対象に、胃がん・大腸がん・乳
がん・子宮頸がんを追加予定。
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● 協会けんぽが実施する健診の選択肢の拡大、一層の健康意識の醸成及び健診実施率の向上を図ること等

を目的に、令和８年度から、35歳以上の被保険者の皆様を対象に協会けんぽ版人間ドック健診を実施（※１）

し、受診する被保険者の皆様に対しては最大25,000円の補助を行う（※２）。
（※１）令和８年３月現在、1,167の健診機関と契約締結予定。

（※２）令和８年度からは、人間ドック健診に加えて、若年者（20歳、25歳、30歳）を対象とした生活習慣病予防健診及び、生活習慣病
              予防健診の項目の見直し（40歳以上の偶数年齢の女性を対象に骨粗鬆症検診を実施）の実施も予定している。

● 対象の皆様へのご案内は、令和８年３月中旬から全国の事業所に順次配布するリーフレットにより、

生活習慣病予防健診のご案内とあわせて行う。

● また、協会けんぽにおいては、新聞広告のほか、リーフレットやポスター及び協会けんぽＨＰ等に

より人間ドック健診等の広報活動を強化しており、新たな仕組みに変わった健診の周知に努めている。

Ⅱ. 人間ドック健診の実施等について

広報媒体 広報時期

ランディングページ公開（ホームページ） １月21日～

Web広告 １月29日～

新聞広告（読売新聞朝刊） ２月４日

車両サイネージ
（東京メトロ（全線）・JR西日本（関西圏）・JR九州（JR筑肥線、福岡市営地下鉄空港線））

２月２日～２月８日

医療機関サイネージ（全国約1,500施設） ２月１日～２月28日

〇 人間ドック健診等に関する広報活動の強化について
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〇 ポスター〇 全国の事業所に配布するリーフレット（３月中旬～）



7

● 全支部での実施を実現するため、産業保健総合支援センター等を所管している労働者健康安全機構

と、令和７年６月に連携強化を一層加速させることをトップ間で確認を行った。

● 令和８年度事業計画（案）において、メンタルヘルス対策については、産業保健総合支援センター

等と連携し、セミナーや出前講座等の取組を全支部において積極的に実施することとしている。

● 令和７年12月現在、47支部中34支部において産業保健総合支援センターと連携協定を締結済。

Ⅲ. メンタルヘルス対策について

① 産業保健総合支援センター及び地域産業保健セン
ターが実施するメンタルヘルス対策に係る支援の活
用促進に関すること

② 産業保健総合支援センターが実施する治療と仕事の
両立支援に係る支援の活用促進に関すること

③ 全国健康保険協会が実施する健康宣言事業の普及促
進に関すること

④ 全国健康保険協会が実施する特定健診・特定保健指
導並びに地域産業保健センターが実施する保健指導
等に関すること

⑤ その他、労働者の健康づくりに関すること

労働者健康安全機構との連携・協力事項
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● 国において、骨太の方針2025に女性の健康支援をあげており、また、健康日本21（第三次）では女

性の健康が新たな視点として追加されている。

● また、女性活躍推進法が2025年に改正され、女性の活躍の推進は、女性の健康上の特性に留意して

行われるべき旨が明確化された。

● 令和８年度については、協会としても女性の健康に関し、国立成育医療研究センター（女性の健康総

合センター）と協力してリーフレットを作成するなど、周知広報を実施することとしている。

Ⅳ. 女性の健康について

種別
人数

男性 女性

被保険者 14,909,214 11,172,235

被扶養者 5,033,134 8,722,028

計 19,942,348 19,894,263

※令和７年10月現在

【被保険者・被扶養者別男性・女性の人数】【女性活躍推進法抜粋】
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● 国民皆保険制度を将来にわたり着実に引き継ぐための担い手となるこどもの健康を守るというSDGs

の観点に加え、ヘルスリテラシーの一層の向上及び保健事業の更なる推進を図る観点から、学齢期を

対象とした健康教育の取組を推進している。

● 本部では、令和６年度から令和７年度にかけて支部が健康教育に活用できる教材を作成。教材は、

全32ページの共通教材（令和６年度作成）と、こども自身が自由に記入できる枠や都道府県ごとの健

康リスクに応じてカスタマイズできるページを含む追加版教材（令和７年度作成）の２種類となって

おり、支部では、実施先（教育機関等）のニーズに応じて活用している。

● 令和８年度においては、地域の実情に応じて、地方自治体や教育委員会等と連携しつつ、支部における

ノウハウ等も共有し、小学生等への健康教育を実施することとしている。

Ⅴ. こども健康教育について

【共通教材 一部抜粋】 【追加版教材 一部抜粋】
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【主な支部の取組事例】

福島

各教育委員会と協力連携のもと、小学５、６年生の児童に対し視認性の高い広報媒体を配布。また、実施希望校があれば保健師等を派遣
し、「健康教室」として授業を実施。
教育現場での働き方改革等により、健康教室実施校候補が集まりにくい課題に対し、評議会では給食時間を活用した動画放送の意見が出
されたことから、動画を作成し、教育現場での活用を促していく。

愛知

愛知県・名古屋市・健保連愛知連合会と連携し、保護者が特定健診対象の年代である小学5年生を対象とした「健診ポスターコンクー
ル」を実施。家族に健診受診を促すことを募集作品のテーマとし、ポスター作成を通じて児童から自身の家族に対して健診の大切さ等を
伝えることで、家族への健診受診啓発および受診率の向上、健康な生活を送っていただくことを目的としている。最優秀作品については、
ポスター化のうえ、商業施設やスーパー、駅構内で掲示する等の広報を実施して、県民に対し健診の受診啓発を行う。

大分

県内在住児童生徒（主に小学校高学年）に対して、保健体育・家庭科・社会科分野等において活用してもらうことを目的として共通教材
を配布。
また、大分県（別府市）で毎年実施される2,500名規模の健康イベント「べつだいウォーク」においてブースを出展し、取組の紹介や冊
子の配布による広報を実施。

宮崎
県内公立小学校６年生全員及び教職員へ冊子を配布（学校へ送付）、併せてアンケートも同封。アンケート回答で、支部が行っている出
前講座に「関心がある」と回答した小学校に対して説明の上、出前講座を実施予定。

〇支部におけるこども健康教育の実施状況

令和８年度

事業計画25支部

実施未実施

令和６年度

事業計画10支部

未実施

実施 更なる
拡大を目指す

N＝47 N＝47
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